






※11時半～�
　１２時半
※11時～�
　１２時

�
� 名　称� 曜日�  担  当  医

  ペースメーカー�水･午前�心臓内科( 菅 )

�炎症性腸疾患�金･午前�内科(清水)

� リウマチ� 金･午前�整形外科(山本哲)�

    アレルギー･花粉症� 月･午後� 耳鼻科(鈴木健)

� 小児肝炎� 月･午後�小児科(星加)

� 脊椎・脊髄� 水・午前�整形外科(村田)

� � 水・金
�産科･周産期� � 産婦人科(池野)
� � 午後

� 婦人科腫瘍� 水･午後�産科 (皆川･岡田誠)

� 女性内分泌� 金･午後� 産婦人科(大畠)

� 加齢黄斑変性�
月･火･木�

眼科(伊藤)
� �

　　　　　　　　　
午後

� 思春期外来� 月･午後�精神科(松林)

� もの忘れ� 火･午後�精神科(松林)

�睡眠障害外来�水･午後�精神科(松林)

� � 第１,第３
   脳血管内治療� � 脳神経外科(坂本)
� � 水�

� 緩和ケア� 月･午後� 放射線科(中村)

1．良質の医療を受ける権利 
　　　患者の皆様は、どなたでも平等に良質な医療を受け

ることができます。 
2．尊厳に対する権利 
　　　患者の皆様は、一人の人間として人格、価値観など

を尊重されます 。 
3．説明を受ける権利 
　　　患者の皆様は、病気の内容、治療、検査などの効果

・危険性について分かりやすい言葉や方法で、十分

な説明を受けることができます。 
4．自己決定の権利 
　　　患者の皆様は、病気の内容などを十分理解した上で、

治療方法などを自らの意思で選択し、適切な医療を

受けることができます。 

5．選択の自由の権利 
　　　患者の皆様は、医療機関を自由に選択することがで

きます。また、治療のどの段階でも別の医師の意見

を求めることができます。 

6．情報に対する権利 
　　　患者の皆様は、自分の診療に関する情報を受けるこ

とができます。 

7．守秘義務に対する権利 
　　　患者の皆様の診療の過程で得られた個人情報は、個

人の秘密として厳守されます。

 

「患者の皆様へのお願い」

1．健康情報の提供 �
良質な医療を実現するため、ご自身の

健康に関する情報をできるだけ正確に

提供してください。 

2．医療への参加 �
ご自身が適切な医療を受けるため、病

気の内容を理解するなど積極的に医療

へ参加してください。 

3．ルールの遵守 �
ご自身の診療に支障をきたさないよう

に診療上のルールお守りください。

外来診 療 案 内（平成２３年 １０月１日～）

外来診療受付時間　８:３０～1１:００

　面　会　時　間　  13:00～19:00

※外来は基本的に予約制です。

　予約に関する変更・お問い合わせは午後２時から

　受け付けます。

※緊急手術等で担当医が変更になることもあります。

※都合により担当医が変更になる場合があります。

専門外来等

� 名　称� 月� 火� 水� 木� 金

�
� 日野� 小村� 村尾� 日野� 浦川

� � 清水� 岡本� 田中究� 柳谷� 前田

� � 杉本� � � 澄川�

� � 村尾� 浦川� 田中孝� 村尾� 清水

�
�

岡本� 田中孝� 前田� 小村� 杉本

� � 田中究� � 武田� 山本寛�

� � � 柳谷� 山崎� �

� � 陶山� 楢崎� 陶山� 楢崎� 楢崎

� � 澄川� � 岡本� 吉野� �

� � 那須� 菅� 菅� （交代）�（交代）

� 心臓内科� 吉田� 吉田� 吉田� 菅� 那須

� � � 那須� � �

�
神経内科

� 中安� 足立� 中安� 周藤� 中安

� � 周藤� � � 中安� 足立

� 精　神　科� 松林� 松林� 松林� 松林� 松林

� � 宇都宮�  星加� 　� 田村� 大谷

� 小　児　科� 米田�   加藤　� ���　� 今本� 常井

� � 星加(午後)� 大野� 星加�　 大野　 

� 外科･小児外科� 　� 澤田� 清水� 中村/上田� 松永

� � 山本哲� 服部� 山本哲� 服部� 山本哲

� 整形外科� 村田� 村岡� 村田� 下雅意� 村田

� � 下雅意� � 村岡� � 服部

� 形成外科� 坂井� � 坂井� � 坂井

� 脳神経外科� 田渕� � 坂本/田渕  � � 中島

�
� 　� 森本� � 宮坂�

� 胸部外科� 　� 前田� � 西村�

� � � 松村

� � 渡邊� 渡邊� 渡邊� 根本� 渡邊

�
泌尿器科�

眞砂� 眞砂� 眞砂� 眞砂� 眞砂�

� 皮　膚　科� 河上� 河上� 河上� 河上� 河上

� � 皆川� 上垣� 池野� 岡田� 大畠

� 産婦人科� 岡田� 大畠� 皆川� 上垣� 皆川

� � 池野� 岡田� 大畠� 池野� 上垣

� 眼　　科� 伊藤� 春木� 伊藤� 春木� 春木

�
耳鼻いんこう科

� 松田� 鈴木� 松田� 鈴木� 松尾

� � 鈴木(午後)� � � � 鈴木

� 放射線科� 藤原� 中村一� 中村一� 松末� 藤原

� � 倉立� 倉立� 倉立� 倉立� 倉立

�
口腔外科

� 岡本� 岡本� 岡本� 岡本� 岡本

� 病理診断科/臨床検査科� 　� 中本� 　� 中本�

� 人間ドック� 根本� 根本� 根本� 田中孝� 陶山

発行　鳥取県立中央病院　（〒680-0901　鳥取市江津730）
　　　　院長　武田 倬
電話　0857-26-2271　　FAX　0857-29-3227

地域連携センター・がん相談・医療相談
平日　8:30～17:00
電話�（直通）　0857-21-8501
 FAX�（直通）　0857-21-8507 
 Ｅ-mail  :   chubyo-chiren@pref.tottori.jp

ホームページ :　http://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/
Ｅ-mail     :      chuoubyouin@pref.tottori.jp

内　科

　（４）

中央病院行き

バス時刻表　鳥取駅バスターミナル ～ 中央病院　約１５分　（平成21年　４月～）

（鳥取駅発時刻）
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※ 上記診療日程は予告なく変わる可能性があります。�

　最新の情報は総合窓口でお尋ね下さい。

   「非紹介患者加算」の改定について

　当院は、地域の診療所（かかりつけ医）との連

携・機能分担を目的に、紹介状をお持ちにならず

に来院された初診の患者さんについては、「非紹

介患者加算」として別途料金をご負担いただいて

おりますが、県の基幹病院として地域の「かかり

つけ医」との機能分担をより一層推進し、専門医

や高度機器などの医療資源を効率的に活用したい

と考えております。

　ついては、平成２１年４月１日より下記のとお

り料金を改定させていただきますのでご理解くだ

さいますようお願いいたします。

改定料金
2,625円

現行料金
1,575円

  鳥取県立中央病院

（紹介状のない場合　 ８:３０～1０:００）

「患者の皆様の権利」

1．「健康情報の提供」 良質な医療を実現するため、ご自身の健康に関する�
�       　情報をできるだけ正確に提供してください。 

2．「医療への参加 」　ご自身が適切な医療を受けるため、病気の内容を理�
�       　解するなど積極的に医療へ参加してください。 

3．「ルールの遵守」 　ご自身の診療に支障をきたさないように診療上の
�     　ルールお守りください。また、他の患者様の診療に支障�

�        をきたさないようご協力ください。お守りいただけない

　　　　　　　  場合は、診療、入院をお断りすることがあります。
 ※診療上のルールの例 　　

○病院内で大声を出したり、病院内の器物を破損しない 　　

○飲酒等により、他の方々に迷惑をかけない 

○身体的暴力や暴言、セクシュアルハラスメント、ストーカー

　行為を行わない

「患者の皆様へのお願い」

「病院ボランティアの募集」

　初めて受診に来られた方の案内や、高

齢者、体にしょうがいのある方の受付援

助などをしていただく病院ボランティア

を募集しています。

　患者様とのふれあいを通して、病院に

"温もり"と"さわやかさ"を運んでくだ
さる方をお待ちしています。

  詳しくは、総務課管理担当 幸山(内線

2206)へお問い合わせください。

「患者の皆様へのお願い」

1．健康情報の提供 

良質な医療を実現するため、ご自身の健

康に関する情報をできるだけ正確に提供

してください。 

2．医療への参加 

ご自身が適切な医療を受けるため、病気

の内容を理解するなど積極的に医療へ参

加してください。 

3．ルールの遵守 

ご自身の診療に支障をきたさないように

診療上のルールお守りください。また、

他の患者様の診療に支障をきたさないよ

うご協力ください。

お守りいただけない場合は、診療、入院

をお断りすることがあります。 

※診療上のルールの例 

○病院内で大声を出したり、病院内の器

物を破損しない 

○飲酒等により、他の方々に迷惑をかけ

ない 

再
　
診

初
　
診

※赤字はＨ２３年４・5月に転入。
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